


は じ め に 

 

 全国保健師長会東北ブロック研修会を令和３年１０月９日オンライン活用に

より開催し、東北各地から１５１名と多くの方々にご参加いただくことができ

ました。講師の山形県健康福祉部 医療統括監 阿彦忠之氏から「新型コロナ対

応と危機管理～保健師リーダーへの期待～」をテーマに、今後の活動のポイン

トと保健師へのエールをいただきました。パソコンの画面越しではあります

が、他県の皆様と笑顔で交流することもでき、この喜びを、参加できなかった

会員の皆様にもお伝えしたいと考え、本報告書を作成しましたので、今後の業

務の参考にしていただければ幸いです。 

さて、昨年からの新型コロナ感染対策やワクチン接種への対応と保健師は大

変な日々を過ごしてまいりましたが、これによって公衆衛生活動の重要性が再

認識され、保健師の増員につながっており、ピンチをチャンスにしたいと考え

ております。 

一方、この新型コロナ対応により国の財政はさらに危機的状況になり、更に

増加する社会保障費を如何に抑制できるか、最重要課題になると思われます。

地域共生社会の実現が解決策の一つと考えられますが、これはまさに地域づく

りであり、地域保健活動を専門としている保健師の力が発揮できるのではない

でしょうか。高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施など、これまでの縦割

り組織の弊害をなくそうという取組みが次々と実施されるようになり、様々な

職種が誕生し、各々が地域で活躍されていますが、その調整役が求められてい

ます。地域住民の生活全体を見てきた保健師活動の原点を今まさに振り返るべ

きではないかと思っております。 

 最後に、本研修会の開催にあたり、全国保健師長会をはじめ、多くの関係者

の皆様から御指導・御尽力をいただきましたことに深く感謝申し上げます。 

 

令和３年１２月   

全国保健師長会東北ブロック研修会事務局 

山形県保健師長会 会長 伊藤京子 
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令和３年度 全国保健師長会 東北ブロック研修会 

日 時：令和３年１０月９日（土）13：00～15：30 
            方 法：オンラインによる開催（Zoom 利用）          

 

   

次  第 

 

１ 開会                       （13：00） 

 

２ 挨拶                       （13：00～13：05） 

   山形県保健師長会 会長          伊藤 京子 

 

３ 来賓祝辞                     （13：05～13：10） 

   山形県健康福祉部長 

 

４ 令和３年度全国保健師長会活動報告         （13：10～13：40）  

報告者 全国保健師長会 副会長  前田 香 氏 

 

 

５ 講演                       （13：45～14：45） 

演題 

「新型コロナ対応と危機管理～保健師リーダーへの期待～」 

講師  

山形県健康福祉部 医療統括監  阿彦  忠之 氏 

 

 

 

６ 情報交換「新型コロナ対応における保健師活動」    （14:50～15：30） 

 

 

７ 閉会・次期開催県挨拶               （15：30） 

全国保健師長会 東北ブロック理事  尾形 幸子（福島県支部）  
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令和３年度

全国保健師長会活動報告

令和３年度

全国保健師長会 ブロック研修会資料

全国保健師長会
発足 昭和54年に発足（平成30年に40周年を迎えた）

目的 保健師業務の進歩発展と会員相互の連携・
親睦を図り、地域住民の健康に寄与し、わ
が国の公衆衛生の向上に資することを目的
とする。

事業 保健師業務に関する情報交換
保健師業務について研修・調査研究

会員 自治体に所属し、保健師長と同等以上の職
にあるもの 5,555人

（令和２年8月末現在）
2
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設立準備期：昭和52年～の動き
○昭和52年夏 国の予算編成時（国民の健康づくり施策）
国保保健師が市町村一般会計に移管され、公衆衛生活動に従

事する方向が示された。
→同年 「混乱期こそ正しい情報を伝え、リーダーが団結

し生産的活動を」と検討されたが、時期尚早と先送
りされた。

○昭和53年４月 国保保健師の市町村移管
都道府県も民生部から衛生主管部局へ
厚生労働省地域保健課内に「保健指導室」が設

置され、市町村・保健所保健師を一元化して指導

○昭和53年11月 国が、数県の本庁保健師指導者の意見集約
「保健所・市町村が共同体制で、地域保健サービスの展
開には､リーダーの役割は極めて重要」

出典： 全国保健師長会のあゆみ 10周年記念誌

全国保健師長会の誕生：昭和53年～

○昭和５４年３月 設立総会 会員：300人
市町村保健師協議会設立の動きがあったが、「全国保健師長

会」として設置された。

全国保健師長会に期待すること 座談会の抜粋
（昭和６１年 全国保健師長会 全国保健師長会のあゆみより）
・保健所と市町村保健師ともにリーダーの横の繋がりがもてるという画期的な会
になった。
・保健所はどうあればいいか、婦長として意見交換ができる場がつくれる。
・保健所保健師の機能上の問題や業務量の増加で危機感を持っており、市町村保
健師と一緒に考えられる場となった。
・所長会との情報交換の場となった。
・市町村保健師の師長の位置づけが明確でなかった。組織としてどう考えるかが
大切。
・代議員会の参加で新たな気づきがあった。
・ブロック活動の強化が必要。
・保健師活動全般を見据え、広範囲な業務の準備から連携を図っていく過程のか
かわりで、人が変化することを見せていく必要がある。（保健師業務の可視化）

出典： 全国保健師長会のあゆみ 10周年記念誌
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展開期：昭和から平成・令和へ

○昭和54年３月22日 全国保健師長会設立

目的：保健師業務の進歩発展と会員相互の連携親睦を図り、
もって地域住民の健康に寄与し、わが国の公衆衛生の向
上に資することを目的とする。

事業:保健師業務に関する情報交換
保健師業務について研修・調査研究

○昭和56年
規約改正し、市町村保健師が加入しやすい体制へ

出典： 全国保健師長会のあゆみ 10周年記念誌

令和２年８月末現在 5,555人

参考:部会別会員数の推移
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7

参考:部会別会員数の推移
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都道府県部会 指定都市・中核市・特別区部会 市町村部会 その他

全国保健師長会組織図（令和３年度）

第１副会長

第２副会長

第３副会長

推薦委員会

会長

代議員総会担当

教育担当
学会・学術担当

特別委員会（健やか親子）

広報委員会担当

都道府県部会及びブロック担当常任理事

市町村部会及びブロック担当常任理事

指定都市・政令指定都市・中核市・
特別区部会及びブロック担当常任理事

北海道ブロック

東北ブロック

北関東・甲信越
ブロック

南関東・東京
ブロック

東海・北陸
ブロック

近畿ブロック

中国・四国
ブロック

九州ブロック

特別委員会（健康日本21）

公衆衛生情報編集会議

理事会・拡大常任理事会・常任理事会

※特別委員会（災害時保健活動）は総務担当理事
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令和３年度 全国保健師長会
活動方針

9

未来を創造する公衆衛生看護活動の展開
～保健師の原点から住民とともに創る未来～

１ 健康危機管理対策における保健師機能発揮にむけ
た取組の促進

２ 専門性の高い公衆衛生看護活動の推進
３ ブロック、支部活動のより効果的な推進
４ 地域の保健師活動の推進にむけた会運営の充実

令和３年度 全国保健師長会
最重点活動目標

１ 保健師活動の可視化及び質の向上
● 地域における保健師活動の充実強化を図るため、活動の可視化に努めま
す。

● 都道府県部会・政令指定都市等部会・市町村部会各々の活動の充実を図
ります。

● ブロック研修会の充実を図ります。
２ 情報発信の強化
● 各自治体における取り組みの課題や先進事例の情報発信に努めます。
３ 感染症対策の推進
● 保健師増員の実態について調査します。
４ 災害時保健活動の推進
● ｢災害時の保健活動推進マニュアル」（に基づく活動）の理解促進に努
めます。

５ 市町村の会員拡大
● 未加入自治体の加入促進を図ります。

10
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新型コロナウイルス感染症における保健師活動調査

新型コロナ感染症対策において、保健師が担っている役割及び抱えている課題を
把握し、今後、全国保健師長会として行うべき取組の検討に必要な情報として活用
することを目的に当会会員に調査。

調査期間：令和２年９月２５日（金）～１０月９日（金）
調査方法：支部長を通じて会員に調査票データを送付。
分析方法：単純集計をする共に、複数回答については階層的クラスター分析を実

施。また、自治体別、所属部署別、職位別でクロス集計および対応分析
により検討。（統計解析にはフリーソフトR version 4.0.3を用いた。）

回答率 対象者数：５，５５５件
回答数 ： ６３５件
回答率 ： １１．８％

11

令和2年度 全国保健師長会調査研究事業
（独自事業）

参考：回答者の属性

（１）所属自治体の割合 （2）所属する部署の割合

12

所属自治体 回答数 割合（％）

都道府県 256 39.2
政令指定都市 107 16.4
中核市 70 10.7
特別区 9 1.4
市町村 205 31.4
無回答 6 0.9
合計 653 100.0

所属部署 回答数 割合（％）

本庁 101 15.5
健康づくり部門 230 35.2
感染症対策部門 109 16.7
その他
（高齢・児童・障害・その
他）

185 28.3

無回答 28 4.3
合計 653 100.0
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【調査結果】

（１）自治体における新型コロナウイルス感染症対策の体制について
（複数回答可）

13

14.5

83.0

6.0

46.2

33.2

13.5

0.8

感染症対策部門だけで対応

全庁的に応援体制ができている

他の自治体から応援をもらっている

非常勤職員を活用している

一部の業務を外部委託している

その他

無回答

単位：％

（２）１ケ月以内に新型コロナウイルス感染症の業務について
（複数回答可）

14

39.2

28.3

38.9

42.3

5.1

8.4

0.3

統括的な立場で業務や人員の調整、関係部署との連携

担当者として現場の業務

担当ではないが、応援として携わっている。

直接的な業務ではないが、コロナに付随する業務

特に関わっていない。

その他

無回答

単位：％
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1

（３）新型コロナウイルス感染症対策にかかわった中で、特に困った点に
ついて（緊急事態宣言解除前） （複数回答可）

54.5

49.0

31.5

20.2

77.0

36.9

26.6

39.5

7.8

8.6

16.8

8.3

従事する保健師等の技術職の不足

従事する事務職員の不足

BCP(業務遂行計画)が明確でなく、優先業務がわからなかった

国や県の補助事業をどこまで実施していいかわからなかった

感染症対応をしながら通常業務に取り組まなければならなかった

国や県の方針決定が遅く、住民からの問い合わせに苦慮した

クラスター発生時、住民からの問い合わせに苦慮した

マスコミ報道に煽られ、住民に正しい情報が伝わりにくかった

災害時の感染症に対応した避難所運営について県（市）との連携が難しかった

医療機関や宿泊療養施設の入所や就業制限に同意されないなど患者対応が難しかった

その他

無回答

単位：％

（４）困った点に対してどのように対応したか。（複数回答可）

16

41.3

3.2

53.3

68.6

12.9

10.7

他の部署に応援を依頼し、対応した

他自治体に応援を依頼し、対応した

話し合いを行い、優先業務を急遽決定した

通常業務を縮小又は先送りにした

その他

無回答

単位：％
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（５）ここ最近１ヶ月間、気分が落ち込んだり、憂鬱な気持ちになった
りすることがよくあるか

17

26.7 

25.7 

32.1 

22.7 

17.9 

25.7 

69.3 

64.8 

62.4 

70.3 

71.4 

66.9 

4.0 

9.6 

5.5 

7.0 

10.7 

7.4 

本庁（n=101）

健康づくり部門（n=230）

感染症対策部門（n=109）

その他（n=185）

無回答（n=28）

合計（n=653）

はい いいえ 無回答

単位：％

参考:課題に関する自由記載でのキーワード
１ 組織内の課題 ４ 保健所の体制
２ 通常業務との兼ね合い ５ 心身の健康
３ 保健師の力量・人材育成 ６ 住民への対応

18

【考察】
●新型コロナ対策について、「全庁的に応援体制ができている」と回答した方が
８３％であったが、その反面、自由記載をみると、組織内での調整に苦慮している
様子も伺えた。
●困った点について「感染症対応をしながら通常業務にも取り組まなければならな
かった」と回答した方が多く、また、自由記載にも同様の記載が多かった。この対
策としては、「通常業務を縮小又は先送りにすること」「優先業務を急遽決定し
た」とあり、試行錯誤しながら、限られた人材と時間の中で対応しようしている状
況が伺われる。また、この状況は災害時の状況と類似していると思われるが、災害
時よりも発生期間が長期に亘わたるため、活動現場により一層困った状況を引き起
こしていることが表されている。
●保健師のメンタル面については、都道府県、感染症対策部門の保健師に課題があ
ることがわかり、保健所の逼迫した業務がメンタル面への影響を及ぼしていると思
われる。
●自由記載の課題として保健師の感染症に対応する知識技術の不足、人材育成があ
げられており、今後、保健師の増員が期待されるが、知識の習得をはじめとする人
材育成が課題となることが想定される。
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自治体保健師の活動内容の実態把握に向けた調査
～保健師活動領域調査（活動調査）の活動項目に関する調査事業～

今回の調査研究は、近年の保健師業務の変化を踏まえて、保健師活動領域調
査（活動調査）の活動項目や定義を見直し、調査結果において、保健師活動の
現状を表出できるように再構築するもの。

調査目的
１．保健師業務の内容と量を調査するための「活動項目」について検討
２．自治体保健師を対象に「活動項目」に活動を反映できるかのアンケート調
査（以下、「事前調査」とする）
３．自治体保健師を対象に、「活動項目」を使って保健師業務の内容と量につ
いての調査（以下、「プレテスト」とする）及び、反映できない業務について
アンケート調査

＜事前調査＞

（１）実施期間 令和２年６月１０日～７月１０日
（２）対象者 16自治体に所属する保健師487名

＜プレテスト＞

（１）実施期間 令和２年１１月９日～１１月２２日
（２）対象者 32自治体に所属する保健師94名

令和２年度地域保健総合推進事業
（受託事業）

＜選択肢＞
１．活動をよく反映している。

２．概ね、活動を反映している。

３．活動をあまり反映していない。

４．活動を反映していない。

５．現在の所属ではその活動を
していない。
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結果 １．事前調査（一部抜粋）

11. 保健福祉計画等の策定・評価 

システムマネジメント
施策管理・業務及び組織マネジメント

10. 事業・施策の企画立案・評価 
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項目 都道府県
保健所
設置市

市町村

ケース・コミュニティマネジメント 31.4 33.9 58.2

内 直接対人支援 19.3 22.3 40.4

地域・組織支援 12.1 11.7 17.8

システムマネジメント 39.5 51.4 32.3

内 企画立案・評価 20.0 17.3 9.3

業務管理 8.1 19.8 9.6

人材育成 12.7 8.7 5.0

健康危機管理 16.4 6.0 4.6

業務割合

結果 ２．プレテスト（一部抜粋）

（%）

まとめ

事前調査では、本研究で新たに定義した活動項目について自治体
に所属する保健師から業務を反映しているかについて評価してもら
うとともに、実際の活動調査に近い形でプレテストを行い、概ね実
施可能であることが確認されたものの、どの項目に計上するべきか
迷う点等が散見された。

これらの結果を踏まえ今後本事業で収集したデータを元に実施上
の課題を精査し、必要に応じて項目や記入の仕方の説明を修正する
必要がある。

今後の展望

本事業の検討段階では、保健師活動領域調査のデータの各自治体
での活用にはばらつきがあり、有効活用できている自治体もあれば
そうではない自治体もあるという課題が挙がっていた。

今後、保健師の業務を可視化し、効果的な活動、業務の効率化、
人員配置の最適化等にデータを活用していくことが望まれる。
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令和3年度 全国保健師長会調査研究事業

テーマ名 研究代表者 代表者所属名
新型コロナウイルス感染症に関
連して増員された保健所保健師
等の業務について

來山 典子氏 政令指定都市・中
核市・特別区部会

テーマ名 研究代表者 代表者所属名
地方自治体の保健師活動におけ
るICTの活用に関する調査事業 吉田 知可氏 調査研究委員会

担当常任理事

全国保健師長会(独自)調査研究事業

地域保健総合推進事業（受託事業）

http://www.nacphn.jp/

最新の情報はこちら！

各委員会等の活動報告の掲載

− 14 −



− 15 −



2

IHEAT

２．結核対策で培った技術・方法論の活用 〜有用性と課題
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COVID-19

 COVID-19 DOTS Directly Observed Treatment
Short-course

３．COVID-19 パンデミックは特殊災害に相当

COVID-19 CBRNE
CBRNE Chemical Biological Radiological Nuclear

Explosive

COVID-19

2020 4

COVID-19

2020 12

Web

DMAT
ToDo

COVID-19

2

IHEAT

２．結核対策で培った技術・方法論の活用 〜有用性と課題
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４．COVID-19 対策の経験と反省を踏まえて

◎保健師リーダー（統括保健師等）への期待

 COVID-19

COVID-19
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令和３年度全国保健師長会研修会（東北ブロック）

令和３年１０月９日（土）13:00～15:30
（オンライン形式）

新型コロナ対応と危機管理

～保健師リーダーへの期待～

阿彦 忠之
山形県健康福祉部 医療統括監

新型コロナ対応と危機管理

1. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策
における保健所の奮闘

2. 結核対策で培った技術・方法論の活用
～有用性と課題

3. COVID-19パンデミックは特殊災害に相当

4. COVID-19対策の経験と反省を踏まえて
～保健師リーダーへの期待

◎感染症法第9条第1項に基づく基本的な指針
（厚生労働省告示）

→ 保健所は「地域における感染症対策の中核的機関」

◎地域保健法第4条第1項に基づく基本的な指針
（厚生労働省告示）

→ 保健所は「地域における健康危機管理の拠点」

→ 健康危機管理体制の管理責任者は、地域の保健
医療に精通しているという観点から保健所長が
望ましい

保健所は感染症対策や健康危機管理の

中核（拠点）を担う行政機関
新型コロナ（COVID-19）対策における

保健所の奮闘

①相談対応と受診調整

• 帰国者・接触者相談センター（新型コロナ受診相談センター）
での電話相談対応

• 帰国者・接触者外来（新型コロナ感染症外来）への受診調整

②新型コロナ感染者への対応

• 入院先の調整（入院の要否を判断するためのトリアージ外来
への受診調整を含む）

• 入院勧告手続き、病院・宿泊療養施設への移送

• 自宅療養患者の療養支援（健康観察を含む）と相談対応

COVID-19新規感染者数の推移（全国，山形県）
（2020年1月～2021年8月）

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

4/1 4/8 4/15 4/22 4/29 5/6 5/13 5/20 5/27 6/3 6/10 6/17 6/24 7/1 7/8 7/15 7/22 7/29 8/5 8/12 8/19 8/26

保健所相談件数

コールセンター相談件数

COVID-19に関する相談件数
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４．COVID-19 対策の経験と反省を踏まえて

◎保健師リーダー（統括保健師等）への期待

 COVID-19

COVID-19
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2

感染拡大を踏まえた緊急的なCOVID-19患者の

自宅・宿泊療養支援体制 （山形県村山地域）

患者の入院の要否を判断

重点医療機関、
保健所が連携して
入院の要否を判断

（患者受入調整本部がコーディネート）

病院（重点医療機関等）
要入院

重症・中等症 重症化リスクあり等

入院不要

自宅・宿泊療養施設

保健所

・１日２回の健康観察の実施(保健師等)
・電話診察が必要な場合の調整
・入院が必要な場合の調整◆無症状・軽症、重症化リスクなし等

要入院

協力する医師
体調不良時の電話診察等

（薬の処方も含む）

協力する薬局

薬の調剤・配達

自宅・宿泊療養者
支援班

◎保健所の主な役割
・感染者への対応
（入院の要否判断、入院勧告、移送、

療養支援 ）
・積極的疫学調査
（行動歴調査、感染経路の究明 等）
・接触者対応
（ＰＣＲ検査の誘導、健康観察 等）
・住民からの相談対応や受診誘導 等

（感染拡大の第５波）

③積極的疫学調査
• 行動歴調査、感染経路の究明（職場・施設の環境調査等を含
む）、接触者の把握

④接触者対応
• 濃厚接触者の特定と本人への連絡、PCR検査の誘導、健康観
察（濃厚接触者は14日間）

（接触者の居住地保健所への対応依頼、他県等から依頼を受け
た接触者への対応を含む）

⑤クラスター対策
• クラスター発生施設の調査、感染拡大防止対策に関する関係
機関との連絡調整など

（発生施設の状況により、保健所に対策本部を設置して対応）

新型コロナ対策における
保健所の奮闘

新型コロナ対策における保健所の奮闘

課題と対応、今後のあり方 （１）

• 保健所の守備範囲は非常に幅広く、感染拡大

時の業務負荷が過大となった。

• 接触者対応やクラスター対策などを進めながら

相談対応や受診調整等も求められた保健所で

は、保健師等の人員体制が逼迫した。

新型コロナ対策における保健所の奮闘

課題と対応、今後のあり方 （２）

• 保健所の保健師は、平時の業務想定でもぎりぎりの配置

であったことがその一因。

• 県の保健師の約9割は保健所勤務であり、健康危機発生

時に保健所以外（県庁、精神保健福祉センター等）から応

援できる保健師は少数。

• このため、相談業務の外部（コールセンター）への委託や

県の別部局からの応援体制をとっても間に合わず、山形

県では、退職した保健師や市町村の保健師、大学の看護

学科教員等の応援も得て対応した。

新型コロナ対策における保健所の奮闘

課題と対応、今後のあり方 （３）

• 現在の保健所の専門職の人員体制では、危機管理対策で

重要とされる緊急時対応能力（surge capacity）が脆弱であ

るといわざるをえない。

• 2000年以降、SARSや新型インフルエンザ（H1N1pdm09）、
MERS、COVID-19などの新興感染症のアウトブレイクや

パンデミックが続発していることを考慮し、今後は平時から

の職員定数の確保（保健師数の増員、保健所医師の確保、

保健所長の兼務解消など）が必要である。

新型コロナ対策における保健所の奮闘

課題と対応、今後のあり方 （４）

◎ Surge Capacity の質的強化に向けた提案

• 保健師のジョブローテーションでは（若手のうちに）感染症担当

を必須化する

• 新型インフルエンザ等対策の訓練時には、感染症対策以外の

部門担当の保健師の参加も必須とする

• 退職保健師や市町村保健師、大学（教育研究機関）の専門職

向けに感染症の危機管理に関する研修機会（IHEATの研修

も参考）を提供する
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（出典）令和３年度全国保健師長会理事会（令和3年4月24日）における厚生労働省健康局健康課
保健指導室長の講演資料

新型コロナ対応と危機管理

1. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策
における保健所の奮闘

2. 結核対策で培った技術・方法論の活用
～有用性と課題

3. COVID-19パンデミックは特殊災害に相当

4. COVID-19対策の経験と反省を踏まえて
～保健師リーダーへの期待

結核対策で培った技術・方法論の活用

• 山形県におけるCOVID-19 の第１波のsurge（2020
年3月末～5月上旬）は、全国的にみれば小規模に終

わったが、ピーク時には入院患者数が50人以上とな

り、重症例に体外式膜型人工肺（ECMO）治療も実

施されるなど、医療体制には一時逼迫感があった。

• 第１波の感染者の急増には、特別養護老人ホームや

食品会社等でのクラスターの発生が関与していた。

結核対策で培った技術・方法論の活用

(1)積極的疫学調査、接触者対応

• 第１波の感染拡大時に、国立感染症研究所が示した新型コ

ロナの積極的疫学調査実施要領（2020年4月20日暫定版）

では、患者の濃厚接触者であっても、無症状者は基本的に

PCR検査の対象とされていなかった。

• しかし、山形県（三世代同居率および一般世帯の平均人員が

日本一）では、クラスターの発生が疑われる集団で感染者の

把握が遅れた場合には、その同居家族等を介して、他の職

場や施設へとクラスターの連鎖に発展するおそれがあるため、

接触者には無症状者を含めて積極的にPCR検査を実施し、

いわゆる「クラスターつぶし」を早めに行う方針を2020年4月
からとっていた。

• この方法は、保健所が「結核の接触者健診」の実践を通じて

培った手法を、新型コロナ対策にも応用したものであった。

• 例えば、患者の感染性期間（新型コロナでは症状出現の2日
前から隔離開始まで）を推定し、感染性期間における濃厚接

触者を特定し、検査のwindow periodを考慮して、適切なタ

イミングでのPCR検査を実施し、同心円方式で健診対象者を

拡大していくといった、結核の接触者健診の手法が新型コロ

ナでも有効であったと考えている。

結核対策で培った技術・方法論の活用

(1)積極的疫学調査、接触者対応

結核対策で培った技術・方法論の活用
（課 題 ）

• 課題としては、結核とCOVID-19を比較すると、感染性期間

や潜伏期などに大きな差異があるほか、COVID-19は感染

拡大のスピードが極めて速いため、綿密な疫学調査が追い

付かず、第３波のsurge以降は（同心円方式を適用せず）クラ

スターの関連集団全体に広く検査を行うことが多くなった。

• また、結核と違ってCOVID-19では、接触者の検査で無症状

の感染者を発見しても発病予防のための薬がないことも大き

な違いであった。
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デルタ株感染では, window periodが短い

デルタ株感染者では、ウイルスへの曝露
からPCR検査で陽性と出るまでの期間
（window period）が武漢株と比較して短い。

武漢株では、ウイルスへの曝露後平均6日
でPCR陽性と出たが、デルタ株ではその期
間が4日に短縮されていた。

ウィンドウ期間の変化は、デルタ株が従来
株よりも細胞に侵入しやすく、複製が速く、
ウイルスの拡散を促すことを示している可
能性がある。

ウィンドウ期間や潜伏期が短いため、すで
に過負荷状態にある公衆衛生部門では、
接触者追跡がさらに困難なものとなる。

武漢株 デルタ株

（文献） Li B, Deng A, et al. Viral infection and transmission in a large well-traced outbreak
caused by the Delta SARS-CoV-2 variant. medRxiv. Published online July 12, 2021

結核対策で培った技術・方法論の活用

今後の対応 （１）

• COVID-19対策においても、一部に限界はあるものの、

結核対策で培った技術・方法論は有用であった。

• 保健所における平時の感染症対策として 最も業務量が

多いのは「結核」であり、脅威となる新興感染症が出現し

た場合に備えて、今後も結核対策（特に積極疫疫学調査

や接触者健診など）の質を維持向上させることが、危機

発生時にも役立つと考える。

→ 平時に対策の質を上げておかないと、

危機発生時には 対策が破綻する！

結核対策で培った技術・方法論の活用

今後の対応 （２）

• 一方、脅威となる新興感染症が出現した場合、その感染

伝播動態などが結核とは異なる可能性が高いため、感染

性期間や検査のwindow period, 潜伏期、およびワクチ

ンや治療薬などに関する最新情報を入手・更新し、その

特徴に応じた疫学調査や接触者対応、相談対応を行うこ

とが望まれる。（疫学調査や相談対応等を通じて疑問に

感じたことや、感染伝播動態などに関する疑問を、保健

師から保健所長等に積極的に伝え、疑義照会する姿勢

があれば、最新情報を入手・更新しやすくなる。）

【一部抜粋】

視覚化実験により、フェイス
シールドは、最初の前方へ
の飛沫の動きをブロックする
が、排出された飛沫はバイ
ザー（シールドの垂れ縁）の
周りを比較的容易に動き回
り、わずかな気流の乱れに
乗じて広い領域に拡散しう
ることが示された。
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（資料の上部のみ抜粋）

• COVID-19も 結核やHIV感染症（エイズ）と同様、人から人

にうつる感染症であり、その予防や治療には人同士の繋がり

や信頼関係が欠かせない。

• HIV対策では最近、感染を他人事にしないで、ソーシャル

キャピタル（信頼、つながり、お互い様）の醸成を意識した支

援活動が重要であることが強調されている。

• COVID-19対策でも、差別や誹謗中傷の問題が大きく、昨年、

ニューヨーク州のクオモ知事（当時）が「ヒューマニティを発揮

しよう」と語ったことが注目された。

結核対策で培った技術・方法論の活用

(2) 患者（感染者）の療養支援

結核の治療戦略（DOTS）

• COVID-19対策においても、結核の治療戦略

（DOTS：Directly Observed Treatment, Short-course）の

基本である「人と人とがつながって人を治す」と

いう考え方を患者・感染者の治療・療養支援の

場に浸透させたいものである。

結核対策で培った技術・方法論の活用
(2) 患者・感染者の療養支援

（今後の対応）

新型コロナ対応と危機管理

1. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策にお
ける保健所の奮闘

2. 結核対策で培った技術・方法論の活用
～有用性と課題

3. COVID-19パンデミックは特殊災害に相当

4. COVID-19対策の経験と反省を踏まえて
～保健師リーダーへの期待

COVID-19のパンデミックは、

特殊災害（※CBRNE災害）に相当する

という指摘もある。

※ CBRNEとは、化学（Chemical）、生物（Biological）、
放射性物質（Radiological）、核（Nuclear）、
爆発物（Explosive）の先頭文字を連ねた造語。

大規模な事故・災害の原因となるもの。
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COVID-19パンデミックは特殊災害に相当

• 山形県でもCOVID-19の感染拡大期における感染者の入院・

療養先の調整や、クラスターが発生した精神科病院や介護保

険施設等への支援にあたっては、災害時の危機管理の経験

を活かす必要があった。

• 山形県では、2020年4月に「新型コロナウイルス感染症患者

受入調整本部（以下、受入調整本部）」を設置した。

• その総括コーディネーターを県災害医療総括コーティネーター

（森野 県立救命救急センター長）と私（医療統括監）が担当し、

各保健所長を地域コーディネーター、COVID-19病床を運用

する各病院長を受入病院コーディネーターとして様々な調整

や支援を行った。

COVID-19パンデミックは特殊災害に相当
（対策本部の設置・運営例）

• 2020年12月に発生した庄内地域の２つの精神科病院のクラ

スター（院内感染）対策においては、庄内保健所に設置した感

染対策本部に受入調整本部からも総括コーディネーターと事

務局（県庁健康福祉部）職員が直接出向いて支援した。

• また、庄内保健所（感染対策本部）の主催により、受入調整本

部、地区医師会、地域の病院長、および感染症専門医や感染

管理認定看護師等の参加を得て対策会議（Web会議）を連日

開催しながら対策を進め、院内感染の終息に貢献できた。

• 災害時危機管理を参考にして、保健所に感染対策本部を設置

する方法は、その後に発生した村山地域での介護保険施設や

最上地域での精神科病院でのクラスター対策でも踏襲された。

COVID-19パンデミックは特殊災害に相当
（受入調整本部やDMATによる保健所の支援）

• 感染者の急増により、目の前の業務（疫学調査や接触者対応

等）に追われ、その情報の集約や評価等ができなくなり、課題

の整理や課題解決のための方策の検討等を行うための組織

的な対応に行き詰まり感のあった保健所に対しては、受入調

整本部の事務局職員や災害医療の経験豊富なDMATのメン

バーを派遣して、経時活動記録と課題整理（クロノロ、ToDoリ
ストの作成等）、業務の可視化など関する支援を行った。

• このような支援は、外部からの保健師等の支援の受け入れな

ども考慮した新たな役割分担やチーム作りにも役立ち、保健

所の組織的な対応能力の回復に寄与したと思われた。

経時活動記録：クロノロジー
（Chronology）

問題・解決リスト（ToDoリスト）

山形県庄内保健所に設置した対策本部で

記録されたクロノロ、およびToDoリスト

の実際の写真を供覧（本資料では省略）

未解決の問題を抽出

災害時危機管理を参考にして、保健所と患者
受入調整本部、市町村、地区医師会、病院等
が連携してクラスター対策を実施した事例

初発例の届出月 感染者数

 精神科病院 （庄内） 2020年12月 24

 精神科病院 （庄内） 2020年12月 75

 高齢者グループホーム （村山） 2021年1月 19

 高齢者デイサービス施設 （山形市） 2021年3月 12

 高齢者通所リハビリ施設 （山形市） 2021年3月 11

 介護老人保健施設 （村山） 2021年4月 24

 高等学校 （庄内） 2021年4月 91

 介護老人保健施設 （村山） 2021年5月 16

 精神科病院 （最上） 2021年8月 56

クラスター発生施設　（管轄保健所）

COVID-19パンデミックは特殊災害に相当

• 日本では最近、毎年のように風水害や大きな地震など

の災害が発生している。

• 感染症の流行期にこのような災害が発生した地域で

は、感染症と自然災害による「複合災害」に襲われるこ

とになり、爆発的な感染拡大を招くおそれがある。

• COVID-19のような感染症のパンデミック対策では、

災害時の危機管理の発想が重要であることを、今回

紹介した受入調整本部の活動を通じて実感したところ

である。
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7

新型コロナ対応と危機管理

1. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策
における保健所の奮闘

2. 結核対策で培った技術・方法論の活用
～有用性と課題

3. COVID-19パンデミックは特殊災害に相当

4. COVID-19対策の経験と反省を踏まえて
～保健師リーダーへの期待

COVID-19対策の経験と反省を踏まえて

保健師リーダーへの期待 （１）

COVID-19 のような新興感染症の危機管理

や災害時の健康危機管理にあたっては、

保健師が関わる業務全体を（所属や課を超

えて）見渡し、どこに課題があり、どこを支援

し、何を解決すれは組織としての対応能力が

高まるかを考える姿勢が大切

COVID-19対策の経験と反省を踏まえて

保健師リーダーへの期待 （２）

健康危機の発生・発災時の組織体制の構築

（チーム作り）において、保健師の専門性を発揮で

きるように、優先度の高い業務（COVID-19対策

では、積極的疫学調査や接触者対応など）と低い

業務（検査や感染者の移送）を分け、優先度の低

い業務は他職種の職員による対応や外部委託に

切り替えるような調整を進め、優先度の高い業務

についても必須項目を絞るなど効率的な対応を提

案できる能力を期待

COVID-19対策の経験と反省を踏まえて

保健師リーダーへの期待 （３）

平時から「業務の見える化（可視化）」を進

めてはどうか。業務の可視化は、自らの業

務のあり方や質の向上策を検討するのに役

立つだけでなく、健康危機発生時に外部か

ら保健師等の支援を受け入れる際にも役立

つと思われる。

（出典）

食物アレルギー緊急時対応マニュアル

（東京都：平成30年3月改定版）

自らの業務のあり方

を考えるだけでなく、

外部からの支援を

受けるためにも

業務の可視化が必要

→ 役割分担も
わかるように！

令和３年度 全国保健師長会研修会開催要領 

 

１ 目  的 

 専門性の高い公衆衛生看護活動の強化を図るために、保健師活動の可視化に関する情報共

有や、キャリアレベルに応じた効果的な人材育成について学び検討する機会とする。 

 

可視化（見える化）の視点と目的

１．地域の健康課題等の可視化（地域診断）
→ 地域の健康課題の的確な把握とその解決に向けた政策化が目的

公衆衛生看護の視点から、自治体保健師が磨くべき大切な能力

２．保健師の技術や役割等の可視化

→ 保健師活動の質の評価、質の向上を図るため

→ 地域包括ケア等における多職種連携を促進するため

→ 健康危機発生時に外部から効果的な支援の受けるため

結び
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全国保健師長会東北ブロック研修会講演 講演録（2021 年 10 月 9 日） 

阿彦忠之（山形県健康福祉部 医療統括監） 

 
（スライド１）表紙、題名 
（スライド２） 
講演資料として、皆様のお手元には、スライ

ドのハードコピーではなく、レジメ調の文字だ

けの資料をお送りしていると思います。本日、

私からお伝えしたい内容は、お配りした資料の

中に、ほとんど網羅されておりますが、これか

らご覧いただくスライドでは、資料を補足する

意味で、何枚かの写真やグラフなども紹介した

いと思います。 
本日は、ここに示した４つの項目について、

お話しいたします。 
一つ目は、「新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）対策における保健所の奮闘」に

ついてです。 
（スライド３） 
保健所は 感染症対策や健康危機管理の中核

を担う（拠点となる）行政機関と位置付けられ

ています。その根拠法令としては、まず、感染

症法第 9 条第 1 項に基づく基本的な指針の中

で、保健所は 「地域における感染症対策の中核

的機関」と明記されています。 
それから地域保健法第 4 条第 1 項に基づく基

本的な指針において、保健所は「地域における

健康危機管理の拠点」であり、「健康危機管理体

制の管理責任者は、地域の保健医療に精通して

いるという観点から保健所長が望ましい」と明

記されているところです。 
（スライド４） 
新型コロナ対策において、保健所は極めて広

範囲にわたる業務を担っておりますが、本日は

市町村の保健師リーダーの方々もご参加です

ので、主な業務の概要を紹介します。 
一つは、「相談対応と受診調整」ということで、

帰国者・接触者相談センター（山形県では、新

型コロナ受診相談センターという名称ですが）、

県民の方々からの電話相談対応と帰国者・接触

者外来（山形県では、新型コロナ感染症外来と

いう名称ですが）、この外来への受診調整の業

務があります。 
二つ目は、「新型コロナ感染者への対応」とし

て、入院先の調整（これには、入院の要否を判

断するためのトリアージ外来への受診調整を

含みます）、入院勧告の手続き、病院・宿泊療養

施設への移送、自宅療養患者の健康観察を含め

た療養支援と相談対応があります。 
（スライド５） 

これは、新型コロナの新規感染者数について、

全国と山形県の昨年 1 月から今年 8 月までの推

移をグラフにしたものです。感染拡大の第 1 波

から第 5 波の途中までを表しております。感染

拡大の波の回数を重ねるごとに、波が大きくな

る傾向にあり、昨年 4 月をピークとした第 1 波

は、第 2 波以降と比べると、こんなに小さな波

でしたが、新型コロナという新興感染症のパン

デミック対策が始まったばかりということで、

保健所への相談が急増しました。 
（スライド６） 

これは、山形県における新型コロナの相談件

数の推移ですが、第 1 波の開始当初から保健所

への相談件数が急増し、特にクラスターの発生

は、管轄する保健所への相談件数の急増に直結

し、多い日は、コールセンター分を合わせて 1
日 600 件を超える相談がありました。 
（スライド７） 

これは、感染者数が急増して医療体制が逼迫

した第５波において、山形市を含めた村山地域

において、保健所が緊急的な対応として実施し
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た、自宅療養・宿泊療養の支援体制を表したも

のです。スライドの左下に、保健所の主な役割

を記載しましたが、感染者への対応の中の赤色

の文字で示した「入院の要否判断」および「療

養支援」の流れを図にしたものです。 
左上の枠の中、入院患者の入院の要否につい

て、新型コロナの重点医療機関と保健所が連携

して判断することとし、中等症以上、または軽

症でも重症化リスクありの場合は原則、入院と

なりますが、それ以外の軽症や無症状者につい

ては、入院不要ということで、自宅療養または

ホテルでの宿泊療養となりました。自宅療養・

宿泊療養者に対して、必要に応じて電話診療や

薬の処方、調剤した薬の配達をしていただくよ

う、地区医師会や薬剤師会の協力を得て、協力

医療機関や協力薬局の体制を整えました。その

上で、保健所は 1 日 2 回の健康観察や電話診療

の調整、入院が必要となった場合の調整などを

行うため、自宅・宿泊療養者支援班の体制を拡

充して対応しました。県内の他の保健所管内で

も、細かな点で若干の違いはありますが、同様

の療養支援体制を構築して緊急的な対応をと

ったところです。 
（スライド８） 
新型コロナ対策における保健所の奮闘の、３

つ目は「積極的疫学調査」であり、これには、

感染者の行動歴調査、感染経路の究明（これに

は感染者の職場や施設の環境調査などを含み

ます）、それから接触者の把握のための調査が

含まれます。 
４つ目は、「接触者対応」で、濃厚接触者の特

定と本人への連絡、PCR 検査の誘導、および健

康観察（濃厚接触者については 14 日間の健康

観察）を行います。また、接触者が他の保健所

管内にいた場合は、居住地保健所へ検査や健康

観察を依頼するほか、他県等から依頼を受けた

接触者への対応も行っております。 

５つ目は、「クラスター対策」で、クラスター

発生施設の調査、感染拡大防止対策に関する関

係機関との連絡調整などを行います。発生施設

の状況により、保健所に対策本部を設置して対

応しましたが、これについては、災害時危機管

理を参考にした取り組みとして、後ほど改めて

紹介いたします。 
（スライド９） 

新型コロナ対策における保健所の奮闘を振

り帰って、課題と対応、今後のあり方を整理し

てみました。 
 保健所の守備範囲は非常に幅広く、感染拡大

時の業務負荷が過大となりました。 
また、接触者対応やクラスター対策などを進

めながら相談対応や受診調整等も求められた

保健所では、保健師等の人員体制が逼迫しまし

た。 
（スライド 10） 

保健所の保健師は、平時の業務想定でも、ぎ

りぎりの配置であったことがその一因と考え

られました。本県の保健師の約 9 割は保健所勤

務であり、健康危機発生時に保健所以外（県庁、

精神保健福祉センター等）から応援できる保健

師は少数です。このため、相談業務の外部（コ

ールセンター）への委託や県の別部局からの応

援体制をとっても間に合わず、山形県では、退

職した保健師や市町村の保健師、大学の看護学

科教員等の応援も得て対応したところです。 
（スライド 11） 

現在の保健所の専門職の人員体制では、危機

管理対策で重要とされる緊急時対応能力

（surge capacity）が脆弱であると言わざるを

えない状況です。 
2000 年以降、SARS や、2009 年の新型イン

フルエンザ、中東呼吸器症候群（MERS）、そし

て新型コロナ（COVID-19）などの新興感染症

のアウトブレイクやパンデミックが続発して
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いることを考慮して、今後は平時からの職員定

数の確保、たとえば保健師数の増員、保健所医

師の確保、保健所長の兼務解消などが必要と考

えます。 
（スライド 12） 

緊急時対応能力（Surge Capacity）の質的強

化に向けた提案として、保健師のジョブローテ

ーションでは、（できれば若手のうちに）感染症

担当を必須化すること。 
新型インフルエンザ等対策の訓練時には、感

染症対策以外の部門担当の保健師の参加も必

須とすること。 
それから、退職保健師や市町村保健師、大学・

教育研究機関の専門職向けに感染症の危機管

理に関する研修機会を提供する。これについて

は、厚生労働省の IHEAT 研修も参考にできる

と思います。 
（スライド 13） 
 IHEAT は、感染症による健康危機を支援す

る専門チームというよりも、専門人材を派遣す

るための人材バンクというイメージであり、詳

しい説明は省略しますが、国立保健医療科学院

等で行われる研修の内容は今後の参考になる

と思います 
（スライド 14） 
新型コロナ対応と危機管理の二つ目は、「結

核対策で培った技術・方法論の活用」について

です。 
（スライド 15） 
山形県における新型コロナの第１波の surge

は、全国的にみれば小規模に終わりましたが、

ピーク時には入院患者数が 50 人以上となり、

重症例に体外式膜型人工肺（ECMO）による治

療も行われるなど、医療体制には一時逼迫感が

ありました。 
第１波の感染者の急増には、特養ホームや食

品会社等でのクラスターの発生が関与してい

ました。 
（スライド 16） 

まず一つ目として、積極的疫学調査と接触者

対応に関する結核対策の応用についてですが、

第１波の感染拡大時に、国立感染症研究所が示

した新型コロナの積極的疫学調査実施要領

（2020 年 4 月 20 日暫定版）では、患者の濃厚

接触者であっても、無症状者は基本的にPCR検

査の対象とされていませんでした。 
しかし、山形県は、三世代同居率および一般

世帯の平均人員が日本で一番多い県であり、ク

ラスターの発生が疑われる集団で、感染者の把

握が遅れた場合には、その同居家族などを介し

て、他の職場や施設へとクラスターが連鎖し、

感染拡大を加速化するおそれがあるため、接触

者には無症状者を含めて積極的に PCR 検査を

実施し、いわゆる「クラスターつぶし」を早め

に行うという方針を、2020 年 4 月からとって

いました。 
（スライド 17） 

感染拡大の第１波の段階からこのような方

針で臨んだのは、保健所が「結核の接触者健診」

の実践を通じて培った手法を、新型コロナ対策

にも応用したものといえます。 
例えば、患者の感染性期間（他の人に感染さ

せる可能性がある期間）は、新型コロナでは症

状出現の 2日前から隔離開始までとされていま

すが、積極的疫学調査により感染性期間を推定

し、感染性期間における濃厚接触者を特定した

うえで、検査の window period を考慮して、適

切なタイミングでの PCR 検査を実施し、同心

円方式で健診対象者を拡大していくといった、

結核の接触者健診の手法が新型コロナでも有

効であったと考えています。 
（スライド 18） 

結核対策で培った技術・方法論の活用に関す

る課題ですが、結核と新型コロナを比較すると、
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感染性期間や潜伏期などに大きな差異がある

ほか、新型コロナは感染拡大のスピードが極め

て速いため、綿密な疫学調査が追い付かず、第

３波の surge以降は、同心円方式を適用せずに、

クラスターの関連集団全体に広く網をかけて

検査を行うことが多くなりました。 
また、結核と違って COVID-19 では、接触者

の検査で無症状の感染者を発見しても発病予

防のための薬がないことも大きな違いでした。 
（スライド 19） 

結核対策の方法論を新型コロナに応用する

ことには限界もあることに関連して、新型コロ

ナウイルスの変異株の中でも、デルタ株の場合

は、window period が短いという研究結果が注

目されました。 
ピアレヴュー（査読）がまだ完了していない

段階の研究論文ですが、一部抜粋して紹介しま

す。デルタ株の感染者では、ウイルスへの曝露

から PCR 検査で陽性と出るまでの期間（すな

わち、ウィンドウ期間）が武漢株と比較して短

く、グラフの水色で示したのが 2020 年の武漢

株、ピンク～褐色で示したのがデルタ株による

流行時のウィンドウ期間を示しており、武漢株

では、ウイルスへの曝露後平均 6 日で PCR 陽

性と出たのに対して、デルタ株ではその期間が

4 日に短縮されていたという研究結果です。 
ウィンドウ期間の変化は、デルタ株が従来株

よりも細胞に侵入しやすく、複製が速く、ウイ

ルスの拡散を促すことを示している可能性が

あると考察されていました。 
また、ウィンドウ期間や潜伏期が短いため、

すでに過負荷状態にある保健所などの公衆衛

生部門では、接触者追跡がさらに困難なものに

なると考察しています。 
（スライド 20） 
結核対策で培った技術・方法論の活用に関す

る今後の対応ですが、新型コロナ対策において

も、一部に限界はあるものの、結核対策で培っ

た技術・方法論は有用でした。 
保健所における平時の感染症対策として 最

も業務量が多いのは「結核」であり、脅威とな

る新興感染症が出現した場合に備えて、今後も

結核対策、特に積極疫疫学調査や接触者健診な

どの質を維持向上させることが、将来の危機発

生時にも役立つと考えます。 
→ 平時に対策の質を上げておかないと、危機

発生時には 対策が破綻する！ 
ということを肝に銘じて、保健所の皆様には、

今後も結核対策の質の向上をお願いしたいと

ころです。 
（スライド 21） 

一方、脅威となる新興感染症は出現した場合

は、その感染伝播動態などが結核とは異なる可

能性が高いため、感染性期間や検査の window 
period, 潜伏期、およびワクチンや治療薬など

に関する最新情報を入手・更新し、その特徴に

応じた疫学調査や接触者対応、相談対応を行う

ことが望まれます。 
保健師の皆様が、疫学調査や相談対応等を通

じて疑問に感じたことや、感染伝播動態などで

疑問に感じることがあった場合は、その疑問を

保健所の所長等に積極的に伝え、疑義照会する

姿勢があれば、最新情報を入手・更新しやすく

なると思います。 
（スライド 22） 
 山形県では、保健所や医師会の先生方からの

問い合わせや相談があった事項、あるいは新型

コロナ対策に関するトピックなどについて、最

新の研究論文やアメリカの CDC のガイダンス

などを翻訳した資料を、私のところで作成し、

「新型コロナウイルス感染症関連情報」という

ことで、県医師会の会員 ML や医師会 HP で情

報提供しているほか、県内の保健所関係者の

ML や新型コロナ患者の入院受け入れ医療機関
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等にも情報提供しております。昨年 3 月から、

概ね月 1回以上のペースで情報提供しています

が、これは、昨年 9 月に情報提供した資料の抜

粋です。全国的に、抗原検査キットによる「偽

陽性」（偽の陽性）の報告が増えていた時期であ

り、山形県内でも偽陽性が問題となった事例を

1 件経験したので、検査前の事前確率が低い場

面での抗原検査は、「要注意」というメッセージ

を伝えたところです。 
（スライド 23） 
 これも昨年 9 月の情報提供です。フェイスシ

ールドと呼気弁付きマスクで飛沫拡散を防止

できるか？ という題名ですが、フェイスシー

ルド等の効果には疑問があるため、これらの性

能（飛沫の拡散防止効果）について、視覚化実

験を行った研究を紹介しました。視覚化実験に

より、フェイスシールドは、最初の前方への飛

沫の動きをブロックするが、排出された飛沫は

バイザー（シールドの垂れ縁）の周りを比較的

容易に動き回り、わずかな気流の乱れに乗じて

広い領域に拡散しうることが示された、という

研究でした。 
（スライド 24） 
これは、昨年 12月に情報提供した資料です。

精神科病院で大きなクラスターが発生した際

に、濃厚接触者と特定された看護師等が、一律

に 14 日間の自宅待機となると、年末年始の病

棟スタッフの確保が困難になるので、自宅待機

の期間を少しでも短縮できないか、という現場

からの相談を受け、アメリカ CDC が公表して

いる、自宅待機期間の短縮オプションに関する

勧告部分を翻訳して紹介しました。これを参考

に、最終接触から 10 日間の健康観察で症状の

出現がなく、9～10 日目に PCR 検査を実施し

て陰性が確認できた場合は、14 日間を待たずに

自宅待機を解除する方法を提案したところで

した。 

（スライド 25） 
これは、今年の 6月に情報提供した資料です。

インド由来の変異株（デルタ株）に対するワク

チンの効果を検証したイギリスの研究です。デ

ルタ株でも、ワクチン２回接種を完了していれ

ば発症予防効果が高いことを示した研究であ

り、デルタ株の感染拡大前に２回接種の完了率

を高めましょう、という趣旨で情報提供をした

ところです。 
（スライド 26） 

さて、結核対策で培った技術・方法論の活用

については、二つ目の視点として、患者（感染

者）の療養支援があります。 
 COVID-19 も 結核や HIV 感染症（エイズ）

と同様、人から人にうつる感染症であり、その

予防や治療には人同士の繋がりや信頼関係が

欠かせません。 
HIV／エイズ対策では、最近、感染を他人事

にしないで、ソーシャルキャピタル、日本語で

は、信頼、つながり、お互い様などを意味しま

すが、ソーシャルキャピタルの醸成を意識した

支援活動が重要であることが強調されており

ます。 
新型コロナ対策においても、差別や誹謗中傷

の問題がクローズアップされ、昨年、ニューヨ

ーク州のクオモ知事が、「ヒューマニティを発

揮しよう」と語ったことが注目されました。こ

れを語った際のスライドも準備したのですが、

クオモ知事は今年になって、セクハラ問題が露

見して知事を辞任したので、詳しい紹介は省略

します。 
（スライド 27） 

WHO（世界保健機関）の結核制圧戦略 Stop 
TB ストラテジーの基本は、発見された患者を

確実に治すことであり、DOTS という治療戦略

が世界標準とされています。 
DOTS で Stop TB という戦略は、結核患者を中
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心として、医療機関職員と保健所職員、および

地域の服薬支援者がしっかり手をつないで連

携して治療を見守る、すなわち「人と人とがつ

ながって、人をなおす」という考え方を基本と

しております。 
（スライド 28） 

新型コロナ対策においても、結核治療の

DOTS 戦略の基本である「人と人とがつながっ

て人を治す」という考え方を患者・感染者の治

療・療養支援の場に浸透させたいものだと、考

えております。 
（スライド 29） 
新型コロナ対応と危機管理の３つ目は、新型

コロナのパンデミックは特殊災害に相当する

という視点からの考察です。 
（スライド 30） 
COVID-19 のパンデミックは、特殊災害（※

CBRNE：シーバーン災害）に相当するという指

摘 もあ りま す。 シー バー ンと は、 化学

（Chemical）、生物（Biological）、放射性物質

（ Radiological ）、核（ Nuclear ）、爆発物

（Explosive）の先頭文字を連ねた造語ですが、

大規模な事故・災害の原因となるものというこ

とで、特殊災害とも呼ばれています。 
（スライド 31） 
山形県でも COVID-19 の感染拡大期におけ

る感染者の入院先や療養先の調整、あるいはク

ラスターが発生した精神科病院や介護保険施

設等への支援にあたっては、災害時の危機管理

の経験を活かす必要がありました。 
そこで山形県では、災害時の危機対策本部に

準じて、2020 年 4 月に「新型コロナウイルス

感染症患者受入調整本部を設置しました。その

総括コーディネーターを県災害医療総括コー

ティネーターの森野 県立救命救急センター長、

および私（医療統括監）が担当し、各保健所長

を地域コーディネーター、新型コロナ専用病床

を運用する各病院長を受入病院コーディネー

ターとして様々な調整や支援を行ってきまし

た。 
（スライド 32） 

2020 年 12 月に山形県庄内地域において、相

次いで発生した、２つの精神科病院のクラスタ

ー対策、病院内の集団感染対策では、管轄する

庄内保健所に感染対策本部を設置し、そこに県

の受入調整本部からも総括コーディネーター、

および本部事務局を担う県庁健康福祉部の職

員が直接出向いて支援しました。 
また、庄内保健所の感染対策本部の主催によ

り、受入調整本部、地元の医師会（今回は酒田

地区医師会と鶴岡地区医師会）、地域の病院長、

および感染症専門医や感染管理認定看護師等

の参加を得て対策会議（Web 会議）を連日のよ

うに開催して情報共有を図り、精神科の病棟内

のゾーニング方法や、検査のスケジュール、検

査で陽性と判明した感染者の治療方針、外部か

らの看護師の派遣支援を含めた人員確保の方

法などを検討しながら対策を進めた結果、院内

感染の終息に貢献できたと思っております。 
災害時危機管理を参考にして、保健所に感染

対策本部を設置して、県の受入調整本部や地域

の病院長、感染症専門医、感染管理認定看護師

なども参加して対策を進める方法は、その後に

発生した村山地域での介護保険施設や最上地

域での精神科病院でのクラスター対策でも踏

襲されました。 
（スライド 33） 

感染者の急増により、目の前の業務（疫学調

査や接触者対応等）に追われ、その情報の集約

や評価等ができなくなり、課題の整理や課題解

決のための方策の検討等を行うための組織的

な対応に行き詰まり感のあった保健所に対し

ては、受入調整本部の事務局職員や災害医療の

経験豊富な DMAT のメンバーを派遣して、経
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時活動記録と課題整理（クロノロ、ToDo リスト

の作成等）、業務の可視化など関する支援を行

いました。 
このような支援は、外部からの保健師等の支

援の受け入れなども考慮した新たな役割分担

やチーム作りにも役立ち、保健所の組織的な対

応能力の回復に寄与したと思われました。 
（スライド 34） 
これは、庄内地域の精神科病院のクラスター

対策の際に、庄内保健所に県の調整本部から支

援に入った際に作成した、経時活動記録：クロ

ノロジー（いわゆる、クロノロ）です。 
 保健所に臨時に設置した対策本部に、どんな

情報が、どこから入ってきたのか？ 
 それに対してどのような対処をしたのかが

一目でわかるように、時系列的に記録したもの

です。クロノロを記録することで、現地で何か

起きているのか（起きていたのか）、 
本部がどのような方針で、どのような活動を

しているのか、そして現在、どのような課題が

あるのか、などの情報を共有することができる

ので、途中から対策に加わった職員や外部から

の支援者でも課題の共有をしやすく、保健所に

対策本部を設置してクラスター対策を行う場

合には、とても有用な方法であることを実感し

ました。 
クロノロの中から未解決の問題、課題を拾い

上げ、課題解決のために今後、何をすべきか？

をリストアップした「ToDo リスト」を作成する

ことも、とても有用な方法です。 
これの写真は、庄内保健所での実際の ToDo

リストの一部です。その日の業務を終える前に、

明日以降に必要な取り組みをリスト化してお

くことで、外部からの支援職員が入った際にも、

今、どのような対策が求められているのかがよ

くわかり、その有用性を実感しました。 
（スライド 35） 

災害時の危機管理の方法を参考にして、山形

県内で、保健所と県の調整本部、市町村、地区

医師会、病院等が連携してクラスター対策を実

施した事例を一覧にしました。精神科病院が３

施設、老人保健施設や高齢者グループホームな

どの介護保険施設が５施設、高等学校の運動部

の寮を中心としたクラスターが１施設でした。 
（スライド 36） 

日本では最近、毎年のように風水害や大きな

地震などの災害が発生しています。感染症の流

行期にこのような災害が発生した地域では、感

染症と自然災害による「複合災害」に襲われる

ことになり、爆発的な感染拡大を招くおそれが

あります。 
新型コロナのような感染症のパンデミック

対策では、災害時の危機管理の発想とその応用

が重要であることを、今回紹介した調整本部の

活動を通じて実感したところです。 
（スライド 37） 

最後に、４つ目の項目として、新型コロナ対

策の経験と反省を踏まえて、保健師リーダーの

皆様に期待することを述べたいと思います。 
（スライド 38） 

新型コロナ のような新興感染症の危機管理

や災害時の健康危機管理にあたっては、保健師

が関わる業務全体を、所属や課を超えて見渡し、

どこに課題があり、どこを支援し、何を解決す

れは組織としての対応能力が高まるかを考え

る姿勢が大切だと思います。 
（スライド 39） 

また、健康危機の発生・発災時の組織体制の

構築、チーム作りにおいては、保健師の専門性

を発揮できるように、優先度の高い業務と低い

業務を分ける必要があります。たとえば、新型

コロナ対策では、積極的疫学調査や接触者対応

などが優先度の高い業務に該当し、保健師にと

って優先度の低い業務としては、検査や感染者
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の移送などがあると思います。優先度の低い業

務は他職種の職員による対応や外部委託に切

り替えるような調整を進め、優先度の高い業務

についても必須項目を絞るなど効率的な対応

を提案できる能力を期待したいところです。 
（スライド 40） 

そして３つ目は、平時から「業務の見える化

（可視化）」を進めてはどうかと思います。業務

の可視化は、自らの業務のあり方や質の向上策

を検討するのに役立つだけでなく、健康危機発

生時に外部から保健師等の支援を受け入れる

際にも役立つと思われるからです。 
（スライド 41） 
 これは、東京都の「食物アレルギー緊急時対

応マニュアル」からの抜粋です。学校給食など

で食物アレルギーを発症した児童生徒がいた

場合の教職員の役割分担を、マニュアルの中に

見えるか（可視化）したものです。自らの業務

のあり方を考えるだけでなく、外部からの支援

を効果的に、円滑に受けるためにも業務の可視

化が必要と思います。危機発生前から役割分担

を可視化できる業務については、このようなも

のを参考にマニュアルのような形で作成して

おくと有用だと思います。 
（スライド 42） 
本日の講演の結びになりますが、 
今年度の全国保健師長会研修会の開催要領

を拝見したところ、研修の目的の中に、「保健師

活動の可視化に関する情報共有」という言葉が

ありました。 
保健師活動に関連した可視化（見える化）に

ついては、大きく分けて２つの視点があり、そ

れぞれに違った目的があると考えます。 
一つは、本日の新型コロナの講演では触れま

せんでしたが、「地域の健康課題等の可視化」、

すなわち「地域診断」という視点です。この場

合の目的は、地域の健康課題の的確な把握とそ

の解決に向けた政策化であり、地域の健康課題

の見える化は、公衆衛生看護の視点から、自治

体保健師が磨くべき大切な能力だと考えます。 
二つ目は．保健師活動そのものの可視化であ

り、保健師の技術や役割などを見える化するも

のです。この場合の目的は、保健師活動の質の

評価、質の向上を図るためであり、また、地域

包括ケアなどにおける多職種連携を促進する

ためでもあります。さらには、今回の新型コロ

ナのパンデミックのような健康危機発生時に、

先ほどの山形県内での例として、精神科病院等

でのクラスター対策において、保健所に対策本

部を設置した際に、災害時の危機管理を参考に

して、クロノロの記録や ToDo リストの作成な

どを通じて、活動の見える化を図り、関係者の

情報共有を促す取り組みが有効であったこと

を紹介しましたが、外部から効果的な支援の受

けるためにも、保健師活動の可視化は非常に重

要だと感じたところです。 
 保健師活動に関連する可視化の視点として、

どちらも非常に重要と考えますので、本日の講

演が、皆様の研修の一助になれば幸いです。 
 

（以上） 
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情報交換「新型コロナ対応における保健師活動」 

東北各県の支部長から、自分の所属での活動状況について口頭のみで発表していただきました。 

負担軽減の視点から、県全体を取りまとめる必要はなく、資料も不要としました。 

 

１ 青森県支部長  飯田 貴子 ：野辺地町 健康づくり課 

・９月にワクチン接種の推進と共に、県独自の新型コロナ対策パッケージを知事主導

で展開しました。県のリーダーシップの元、様々な対策がなされ、現在の陽性者減

少につながったと感じています。 

・市町村においても住民の様々な要望、質問、苦情に対応してきました。 

・感染対策を講じながらではありますが、保健事業はほぼ平時に戻ってきております。

しかし、保健事業への参加者数は減少し、自死数が増加してきており介入を強化し

ています。 

・ワクチンの３回目の計画も出てきていますが、アフターコロナの健康問題を考えな

ければならないと思います。感染予防行動が定着したなど、良い面もありますが、

健診や運動の機会、健康的な食生活など、少なからず住民の生活から様々なものを

奪いました。 

・社会生活が変化し、オンラインも含め事業の実施方法に選択肢が増えましたが、一

方、惰性で続けていた事業も見えてきたため、保健事業は新たな段階に進む時期と

感じております。 

・コロナ対策に走り続けてきましたが、その行動をまとめ伝承していく必要を感じて

おり、全市町村のリーダー保健師に調査を行いました。今後まとめていく予定でお

ります。 

 

２ 岩手県支部長  菊池 浩子 ：岩手県県央保健所 保健課 

・７～８月は本当に大変でした。県庁の支援本部に県職員ＯＢ，ＯＧに勤務していた

だき、そこから保健所に応援派遣する体制をつくりました。 

・リモートで対策本部とつながる体制を作り、クラスター発生時もリモートで随時相

談することができました。 

・感染者が落ち着いている今、様々な事業の見直しをしなければならないと考えてお

ります。 

 

３ 宮城県支部長  只野 里子：宮城県仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)岩沼支所 

・宮城県では、令和２年１月２７日に国に先駆けて県対策本部を立ち上げ、様々な対

策を推進してきました。 

・所属先は県保健所の支所のため人員が少なく，保健師リーダーには，調査等の所内

調整以外に、検査体制の構築、医師会との調整等求められるものが非常に多くあり

ました。人員は、民間も含め外部からの応援を受け入れ確保しました。市町村から
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の応援派遣は顔の見える関係となり良かったと考えます。 

・応援を受け入れるにあたっては、事業を可視化し、応援職員に直ぐに業務をしても

らうためのマニュアルの整備などの重要性を痛感しました。 

・市町村においてもコロナ禍での保健活動は様々な苦労や課題があるときいています。

課題を確認した上で今後の方策を検討し，次につなげる必要があると考えています。 

 

４ 秋田県支部長  髙橋 香苗 ：秋田県健康福祉部 保健・疾病対策課 

・人員については、会計年度任用職員として行政保健師ＯＢらを増員し、一般の方か

らの相談は、コールセンターに委託するなどして業務実施体制を整備してきました。 

・各保健所間で応援する連携体制を作るため、要綱も整備しました。派遣調整は本庁

で担いましたが、全県で感染者数が増えてくると応援が難しく、それぞれで乗り切

らなければならなくなったり、調整にも苦慮しました。 

・精神保健福祉センターで、コロナ陽性となった方への療養中のメンタルヘルスに関

するパンフレットを作成し、宿泊療養施設などで配布し、電話相談も多数ありまし

た。 

・DMAT のような感染制御チームがあり、施設でのクラスター発生時など早期の介入に

より、感染拡大を防ぐ役割を担っています。 

 

５ 山形県支部長  伊藤 京子 ：山形県置賜保健所 保健企画課 

・置賜保健所では爆発的に感染者が発生したとき、休日にも関わらずすぐに応援を派

遣してもらうことができ、本当にありがたいと感じました。 

・医師会と連携して自宅療養者の電話診療のシステムも新たに構築しました。 

・関係機関の協力なしでは乗り切ることができなかったと思います。平時からの関係

機関との良好な関係の下、協力体制をつくることが有事に活かされると感じました。 

 

６ 福島県支部長  三瓶 ゆかり ：福島県県南保健福祉事務所 健康福祉部 

・県対策本部の開催の他に、消防や患者受入医療機関との医療調整本部会議、保健福

祉以外の部署、市町村も含めた地域単位の定例会議、また県南保健所では管内の感

染症指定病院との定例打合せ等を行っています。 

・福島県は昨日までに 9464 人の患者発生があり、大規模なクラスターが高齢者施設

や児童施設で発生しました。管内でも接客を伴う飲食店でクラスターが発生し、他

保健所からの応援をいただきました。管内市町村保健師の応援にも快諾いただいて

おりましたが、第５波は、何とか所内全員体制で乗り切ることができました。 

・保健所間の応援派遣は本庁の統括保健師が調整を行いました。県内だけでなく、厚

労省からの派遣要請にも応じて大阪や仙台にも保健師を派遣しています。 

・応援を受け入れたり、応援に行ったりする中で、考え方や様式の統一が重要だと感

じています。また、第６波に備え、特に自宅療養者支援について、市町村や地域医

師会との連携や役割について協議をしていく必要があると思っています。 
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紅葉のきれいな季節を迎えました。１０月９日土曜日Ｚｏｏｍで『全国保健師長会東北ブロック研修会』を開催しま

した。今年度は本県の当番であり、皆様方の御協力に感謝申し上げます。今回はその報告をさせていただきます。 

明日からまた元気に仕事ができるよう、ちょっとだけ手を休めて、御一読いただければ幸いです。（記：会長 伊藤京子） 

 

同日、県の注意・警戒レベルがレベル３に引き下げることに伴う会議の前のご多忙の中、ご講演をしていた

だきました！！ 

講演の中では、コロナ禍の中でも、自宅で育てた朝顔の成長の写真や夏の月山登山で撮影したニッコウキス

ゲ、野草園で自然に身を置く先生の写真も紹介され、忙殺されるような日常でも、心のリセットに心がけてい

る先生の生き方にも学んだひとときでした。 

「新型コロナ対応と危機管理」 
講師 山形県健康福祉部 医療統括監 阿彦忠之氏 

【講演のおもな内容】 

１．新型コロナウイルス感染症における保健所の奮闘 

  保健所のおもな業務  

①相談対応と受診調整 ②感染者への対応（入院先の調整、自宅療養患者の健康観察などの療養支援）③積極

的疫学調査 ④接触者対応（濃厚接触者の特定、ＰＣＲ検査の誘導など） ⑤クラスター対策（発生施設の調

査など） 

  課題と今後のあり方   

①接触者対応やクラスター対策など進めながら相談対応、受診調整など業務の守備範囲も広く、業務負荷が過

大し、保健師等の人員体制が逼迫した。 

   ⇒そのことから危機管理対策で重要となる緊急時対応能力が脆弱だったことを受け、平時からの人員定数の

確保が必要であり、今、保健所保健師の増員や保健所医師の確保につながっている。 

 ２．結核対策で培った技術・方法論の活用 

積極的疫学調査には、結核対策で培った手法をコロナ対策にも応用したことは有効だった。また結核の治療戦

略の基本である「人と人がつながって人を治す」という考え方をコロナ対策にも患者、感染者の治療・療養支

援の場にも浸透させたい。 

３．ＣＯＶＩＤ－１９パンデミックは特殊災害に相当 

 クラスターが発生した病院や介護保険施設等の支援にあたっては、災害時の危機管理の経験を活かし、各保健

所に感染対策本部を設置する方法はクラスター対策に踏襲した。 

また、受入調整本部の事務局職員や経験豊富なＤＭＡＴメンバーを派遣し、経時活動記録と、業務の可視化に

関する支援は外部からの保健師等の支援の受け入れなどでのチーム作りに役立ち、保健所の組織的な対応能力

の回復につながった。 

４．保健師リーダーへの期待 

 ①コロナのような新興感染症の健康危機管理にあたっては、保健師が関わる業務全体を所属や課を越えて見渡

し、課題の把握とどこに支援し何を解決すれば組織としての対応能力が高まるかを考える姿勢を持つ。 

 ②保健師の専門性を発揮できるよう、優先度を見極め、調整し、効率的な対応を提案できる能力をつける。 

 ③平時から「業務の見える化（可視化）」を進めたらどうか。業務のあり方や質の向上策を検討するのに役立つ

だけでなく、健康危機発生時に外部から保健師等の支援を受け入れる際にも役立つものである。 

 （記：理事 佐藤 潮） 
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 （記：会計監事 佐藤 玲子） 

 

 
このたび、保健師長会の一会員として研修会に参加する機会を得られたことに感謝いたします。 
新型コロナ感染拡大の影響でオンラインによる研修会となりましたが、第５波が過ぎた丁度良いタイミングで、各県の様々な立

場で活躍されている方々から生の声を聞かせていただき大変刺激を受けました。県の保健師は感染症対策・危機管理対策に、

市町村保健師はワクチン接種対応にと日々追われる中で、公衆衛生看護活動は感染症対策を中心にまさに台風の目の中に

いる感覚で、時代の変わり目に立っていることを実感している毎日です。保健師長会の歴史を紐解いた時、混乱期こそ正しい

情報を伝えリーダーが団結していくという先輩方の熱い思いと、４０年後の将来を描き保健師活動の重要性を引き継いで今が

あることに、今更ながら感動し今後への活力を得たところです。 
阿彦先生からは、山形県における COVID-19 対策における保健所の奮闘、結核対策で培った技術・方法論、感染対策本部

の保健所内設置の実際についてお聞きし、保健師リーダーへの期待とともに、市町村では予防接種業務の中でも、感染症の

流行状況等について住民へのわかりやすく正しい情報を提供できるようにとエールをいただきました。印象的だったのは、過酷

な業務の合間に、月山のニッコウキスゲやご自宅のアサガオなど自然に目を向けられていたことです。多忙な日々でも心に潤

いを持てるよう心がけていきたいと思いました。 
今回の研修会で、保健師の業務を可視化し、効果的な活動、業務の効率化、人員配置の最適化等にデータを活用していく

ことが課題であることを改めて認識し、ウィズコロナ、アフターコロナ時代、デジタル化加速化する中での公衆衛生看護活動を、

４０年後の後輩に伝えることができるように日々研鑽していきたいと、思いを新たにした一日でした。ありがとうございました。          

（記：理事 菅藤 美記） 
🌸🌸 🌸🌸《編集後記》 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸 🌸🌸   

みなさん研修会への参加ありがとうございました。来年度は直接会って語り合いましょう。     （役員一同） 

令和３年度全国保健師長会東北ブロック研修会に参加して 

〈青森県〉 ◇支部長 飯田貴子氏（野辺地町役場）  

県知事の９月の宣言によりワクチン接種が進み、住民
への疑問・要望に答え苦情への対応に当たってきた。最
近は健康づくりに関する業務は平時に戻ったが自死が
増加に転じた。 
 コロナ後の対策は、社会と共に変化し色々整理されや
り方が変わっていくのではないか。 〈秋田県〉 ◇支部長 髙橋 香苗氏（県健康福祉部） 

  コロナの相談業務はコールセンターで 24 時間対応し 
あちこちで患者が発生した時は応援派遣を県で調整し
た。また病院への入院、施設での発症時は DMAT のよう
な支援チームが健康教育に当たった。 
 市町村と情報共有する必要がある。 

〈宮城県〉◇支部長 只野里子氏（塩釜保健所岩沼支所） 

  管内は県の 1/4 の人口を抱え支所も２市２町を管轄し
平時もギリギリの人数。（6 人） 
 患者への説明、自宅待機者の健康観察を担い、時に救
急搬送のケースもあった。普段から顔の見える関係が築け
ていたことから市町村の応援を得られたが、その際業務の
可視化の必要性を痛感した。 

〈福島県〉◇  三瓶ゆかり氏  

 所内を２班に分け、事務職にも患者移送、接触者の事前
調査等を担ってもらい、何とか乗り切った。また、県庁の統
括保健師が調整し、他県や他保健所への保健師の派遣も
実施した。 

第６波に向けて、地元医師会、市町村とさらなる連携を
図ること、受援を想定し、考え方や様式の統一が必要と感
じた。 

～コロナ対応における保健師活動～ 
（各県支部長が、自分の所属での活動状況について発表） 

～ 令和３年度 全国保健師長会活動報告より ～  ◇全国保健師長会 副会長 前田 香 氏 
     

令和 2 年度全国保健師長会調査研究事業（独自事業）である「新型コロナウイルス感染症における 
活動調査」を実施した。その中で「感染症対応をしながら通常業務にも取り組まなければならなかった」との回答が多
かった。コロナ禍の状況は災害時と類似しているが、災害時より長期に亘ることを認識して対応していく必要がある。 

また今回の感染症対策を担う公衆衛生活動が注目される中で保健所保健師のマンパワー不足が指摘され、その
後の保健師増員につながっている。→その実態調査として、令和 3 年度調査研究事業を予定している。 

〈山形県〉 ◇支部長 伊藤 京子 （置賜保健所） 

  これまで幼稚園、工事現場、高校、高齢者施設等で
クラスターが発生し、関係者の協力により短期間で全員
の PCR 検査が実施できた。 

在宅療養者の健康観察においては医師会からの協
力もスムーズに得られ、普段からの連携ができていなけ
れば緊急時も連携できない事を実感した。

〈岩手県〉 ◇支部長 菊池浩子氏  

 県庁に支援室が設置され、OB の方が保健所に派遣
され疫学調査に当たってくださり、所内でも協力を得るこ
とができた。リモートは研修の他、患者の健康観察にも
役立った。 

感染者数が減少した今、業務の見直しを図っていくこ
とが次世代につなげる役割ではないか。 
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